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エネルギー効率化・新事業展開等による生産性向上支援事業補助金（第３期）事務局

エネルギー効率化・新事業展開等による
生産性向上支援事業補助金（第３期）

【提出書類】

岡山県委託事業



① チェックリスト

プルダウンリストより選択
※提出不要の場合は、リストより「該当なし」を選択

※チェックリストも提出書類に含む



②（事前着手をする場合）事前着手届（Word）



③ 補助金交付申請書 様式第２号（Excel）



③ 申請者概要 様式第２号・別紙１（Excel）



③ 補助金経費積算明細書 様式第2号・別紙２（Excel）



④ 補助事業計画書 様式第２号・別紙３（Word）



⑤-1 経費の積算根拠がわかる資料 － カタログ又は仕様書等

必要最小限の枚数で提出



⑤-2 経費の積算根拠がわかる資料 － 本見積書

申請時点で有効な期限

※発行者以外の修正、手書きによる修正は不可



⑤-3 経費の積算根拠がわかる資料 － 相見積書

申請時点で有効な期限

本見積とメーカー、型式、項目数が
完全に一致するもの

※発行者以外の修正、手書きによる修正は不可



⑤-3 経費の積算根拠がわかる資料 － 業者選定理由書
見積書が１者の場合は「業者選定理由書」を提出

見積もり業者が
2者以上の場合は
提出不要



⑤-4 経費の積算根拠がわかる資料（事前着手した場合のみ）
令和５年６月30日以降にすでに事業に着手している場合

※発注済みまでの場合
・注文書又は契約書いずれか片方



⑤-4 経費の積算根拠がわかる資料（事前着手した場合のみ）
令和５年６月30日以降にすでに事業に着手している場合

※納品書と一緒に請求書
も届いている場合

※納品済みまでの場合
・納品書、請求書



⑤-4 経費の積算根拠がわかる資料（事前着手した場合のみ）
令和５年６月30日以降にすでに事業に着手している場合

通帳等口座振込の写し

※支払(決済)済までの場合
・支払関係書類（通帳等口座振込の写し）

※不要部分は黒塗り可



⑥ 誓約書（暴力団排除関係）
個人事業主用 法人用

押印不要



⑦ 企業の役員名簿（法人のみ）

【商号・屋号等】
特に記載できるものがなければ空欄可

【事業所所在地（支社）】
岡山県内の支社を記入

企業に所属する役員全員分を記入



⑧ 直近１期分の決算書の写し － 法人の場合

決算書の写し
製造原価報告書

又は
完成工事原価報告書

販売費及び一般管理費
内訳書

個別注記表

損益計算書

貸借対照表

決算報告書

第〇期

自 令和〇年４月１日
至 令和〇年３月31日

株主資本等変動計算書



⑧ 直近１期分の決算書の写し － 青色申告書
（個人事業主の場合）

青色申告書の写し

税務署受付印が押印されていること。
ただし、電子申請の場合は電子申告の
受信通知を併せて提出してください。



⑨ （法人の場合）履歴事項全部証明書（登記簿謄本）の写し

※過去3カ月以内のもの



⑨ （個人事業主の場合）開業届の写し

税務署受付印が
押印されている
こと



法人事業概況説明書

⑩ 売上高を確認できる書類（法人の場合）
令和５年１月～６月のいずれかの月の売上高と
平成３１年～令和４年の間の同月の売上高の比較できる書類

法人事業概況説明書2ページ目

※令和４年の確定申告が済んでいない場合は、
該当月の売上がわかる売上台帳等を提出（例示は募集要項に記載）

売上台帳

月別試算表



⑩ 売上高を確認できる書類（個人事業主の場合）
令和５年１月～６月のいずれかの月の売上高と
平成３１年～令和４年の間の同月の売上高の比較できる書類

売上台帳

月別試算表

青色申告書の月別売上金額記入ページ

※令和４年の確定申告が済んでいない場合は、該当月の売上がわかる売上台帳等を提出
（例示は募集要項に記載）

確定申告書第一表の控え



⑩ 売上高を確認できる書類（共通）
使用不可の書類例

・Excel、Wordで作成した書類
・手書きで作成した書類
・手書きで修正を加えた書類
・片面のみの法人事業概況説明書
・売上減少月が特定できない試算表
・書面のタイトルや文字が不明瞭な書類 等

※確定申告時期が未到来の場合に使用可能な書類については、
募集要項の例示をご確認ください。



⑪ 県税に未納が無いことの証明（完納証明）又は徴収の猶予を受けて
いる証明書

取得方法は募集要項に記載

※過去3カ月以内のもの



⑫ 許可、登録を要する業種にあってはその書面の写し

（例）
様式第〇号

〇〇市第■■号

一般廃棄物処理業許可証

住所 岡山県〇〇市△△
氏名 株式会社 ××

代表取締役××

---------------------------------------
----------------------------------

-------- ------------------
-------- ------------------
-------- ------------------
-------- ------------------
-------- ------------------
-------- ------------------



⑬ （既存設備等の改修・修理の場合）減価償却明細書の写し

機械装置



＜応募書類の提出について①＞

（１）申請の流れ

令和５年６月３０日（金）～令和５年７月３１日（月）

（２）申請受付期間

①補助金HPで
申請書類を取得

①補助金HPで
申請書類を取得

②事務局へ申請
書類を提出
（メール）

②事務局へ申請
書類を提出
（メール）

③翌営業日までに事務局から
受理通知
（申請完了）

③翌営業日までに事務局から
受理通知
（申請完了）

※17時必着



〒７０１－１２２１
岡山市北区芳賀５３０１テクノサポート岡山
エネルギー効率化・新事業展開等による生産性向上支援事業補助金（第３期）事務局
（公益財団法人 岡山県産業振興財団）
TEL:086-286-9696
E-mail:energy@optic-hojyokin.jp

＜応募書類の提出について②＞

（３）申請書類ダウンロード

（５）提出先

・以下の事務局ホームページから、申請書類のダウンロードを行ってください。
https://www.optic.or.jp/okayama-ssn/info_detail/show/785.html

（４）提出方法

メールのみ
（※郵送、持込みによる申請は不可）


